
VRを活用した水害に関する普及啓発の推進 総務局

■東京マイ・タイムラインセミナーでの活用
学校・区市町村・町会・企業等を対象に実施している出前講座のプログラムにVR体験を追加
➣風水害を我が毎ととらえてもらうことで、都民の風水害に対する対応力向上に寄与

※TOKYO VIRTUAL HAZARD－風水害ー
VR（バーチャルリアリティ）のリアルな映像で風水害の脅威を疑似体験できる動画
都内で起こり得る全ての風水害（河川の氾濫、土砂災害、高潮による氾濫）について視聴可能 （東京都防災HP等で公開）

被災体験

防災学習体験

臨場感あふれる映像で、風水害の脅威を疑似体感

発災のメカニズムや避難の時に注意すべきことを学習

学校対象

区市町村対象

コンテンツ概要 セミナーでの活用の様子



大規模地下街等における浸水対策の取組について 都市整備局

〇東京都地下街等浸水対策協議会では、１２地区部会を５月から６月に各１回、１月から２月に各１回の計２回を新型コロナ感染症対
策の中、書面及び対面で開催した。（図１）

〇出水期前には、各地区では地元区とともに緊急連絡体制に基づく情報伝達訓練を実施した。また、６月には、渋谷、有楽町、銀座、
上野・御徒町の４地区では避難誘導や浸水防止対策の実働形式による訓練を実施した。（写真１､２）

〇各部会の代表団体や学識経験者、行政関係部署により構成される幹事会を6月に書面にて開催した。（図１）
〇避難経路の精査については、大手町、丸の内の２地区で、地下街や隣接ビルの出入口について、地元区と施設管理者とともに新型コ

ロナ感染症対策を行いながら、実施した。
〇７月から１０月に地下街等の浸水避難を支援する映像を各施設管理者のデジタルサイネージ等で上映した。

図１ 協議会の構成イメージ

浸水被害に脆弱な大規模地下街の浸水対策を加速させる

写真１ 避難誘導訓練(上野・御徒町地区) 写真２ 浸水防止訓練の状況(有楽町地区)



計画高潮位

想定津波高 地盤高

東部低地帯の河川施設整備計画（第二期）策定

対象施設位置図

■計画の目的

■計画の概要

東部低地帯では、大地震による損傷で堤防や水門が浸水を防ぐ機能を失っ
た場合、津波や高潮などによる浸水被害が生じる可能性があります。

地震に伴う津波や高潮等の水害から東部低地帯を守るため、新たな計画を
策定し、耐震・耐水対策を実施します。

■経緯と対策範囲の考え方

対 策 の 目 標 想定し得る最大級の地震が発生した場合においても、各施設
の機能を保持し、津波等による浸水を防止するとともに、地震
後に発生する高潮に備える。

計 画 期 間 令和４年度から令和13年度まで（10年間）

対 象 施 設 堤防 約57km、水門等９施設

※ 東部低地帯の河川施設整備計画の未完了施設を含む（令
和３年11月末時点見込）
※ 堤防57kmのうち本計画で新たに対象とする堤防は約44km

地盤高が満潮位や
想定津波高より低い地
域

地盤高が高潮の潮位より
低い地域へ範囲拡大

平成23年３月 東日本大震災発生

平成24年12月 「東部低地帯の河川施設整備計画」策定

令和３年12月 「東部低地帯の河川施設整備計画（第二期）」策定

計画高潮位

想定津波高

満潮位

地盤高
対象範囲：

対象範囲：

建設局



水防災情報の発信強化

■河川監視カメラの設置拡大
 住民の避難行動に繋がる水防災情報の発信・充実を図るため、
河川の状況を分かり易くリアルタイムに伝える監視カメラの
設置拡大

 令和３年度は40箇所増設し、計78箇所で映像公開

■河川監視カメラ映像のライブ動画配信
 これまでは「水防災総合情報システム」において、
河川監視カメラ映像の静止画（5分更新）を公開

 令和３年６月１日より、YouTubeを活用したライブ動画配信も
開始

 今後は、河川監視カメラの増設にあわせて、順次公開数を拡大
予定

■更なる情報発信に向けた取組
 水防災情報発信の更なる強化に向け、河川監視カメラなど観測
機器の設置拡大や利用者の視点に立ったより使い易いシステム
への改善等を行う。

【河川監視カメラ公開状況】

URL:https://www.youtube.com/channel
/UCaydvLwWthLMbfKLEQSY2UQ

■浸水リスク情報の提供
 ハザードマップの基となる浸水予想区域図について、
令和２年度末に全14区域で想定最大規模降雨に対応した図への
改定を完了

 ピンポイントの浸水リスクをスマートフォン等からでも簡単
に検索できる「浸水リスク検索サービス」を提供

 令和３年12月、隅田川及び新河岸川流域など５区域を追加し、
都内全14区域での提供を開始

【浸水リスク検索サービス】 ▲QRコード

URL:https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river
/chusho_seibi/risk/kensaku.html

▲QRコード【YouTube 東京都水防チャンネル】

建設局



排水対策の検討

○浸水後の社会経済被害の最小化や都民の一刻も早い生活再建を目的に排水の検討を実施

大規模水害時の排水対策の検討

・浸水後の社会経済被害の最小化
・都民生活の早期の復旧、復興

■平成27年7月 水防法の一部改正→高潮浸水想定区域等の創設
■平成30年3月 東京都高潮浸水想定区域図の公表

高潮浸水想定区域図の公表 東京都の排水作業準備計画

H30年度 H31年度 R2年度 R3年度 R4年度

排水対策の検討

検討委員会

連絡会設置 委員会設置
計画（案）
作成

■全エリア共通事項
右図の全エリアに共通する情報を整理
１．排水作業開始までの流れ
２．排水ポンプ車等の保有状況・諸元
３．排水ポンプ車等の配置方法
４．排水対応方針の決定フロー
５．仮復旧の方法

■エリア別事項
右図のエリア別に以下の情報等を整理
・排水施設への燃料補給ルート
・排水ポンプ車の配置箇所候補

大規模な浸水被害が生じ、広範囲で1週間以上の浸水が継続

目的

上図のような大規模水害時に排水計画を作成するための
基礎資料として排水作業準備計画の検討開始

・葛飾区エリアのイメージ

計画
公表

関係区
説明

建設局



宅地建物取引業者へ水害リスク情報の提供
■宅地建物取引業者へ最新の水害リスク情報を提供

・令和２年８月に宅地建物取引業法施行規則の一部が改正
・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の取引に際して、洪水などの水害リスクを購入者等に
事前に説明することが義務付けられた。

・宅地建物取引業者向けの講習会において、水害リスクに関する情報の解説を実施

住宅政策本部・
建設局

①宅地建物取引業者向けの講習会での講演
・日 時：令和３年12月20日（月）
・場 所：なかのZERO大ホール
・参加対象：不動産関連団体に属さない不動産業者
・参加人数：205名
・主 催：住宅政策本部住宅企画部不動産業課
・説 明：建設局河川部防災課
・説明概要：

 宅建業法改正にかかる水害リスク情報（ハザードマップ、
洪水浸水想定区域図など）の位置付けについて

 東京都水防災総合情報システムなどの紹介について

②建設局ＨＰに「水害リスク情報の提供」を創設
・建設局ＨＰに宅地建物取引業者向けの「水害リスク情報の
提供」に関するページを新たに創設

・ＵＲＬ:
https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/kasenbu0028.html 講習会での水害リスク情報に関する講演の様子



区市町村との合同排水ポンプ車操作訓練の拡充 建設局

実施の目的
◆排水ポンプ車の性能紹介
◆水防管理団体職員による排水ポンプ車操作体験

合同訓練の拡充

R３実施事務所

◆令和３年は７建設事務所で実施し、１１区１１市が参加
（令和２年は１建設事務所で実施し、４市が参加）

事務所名 水防管理団体

一建 千代田区、中央区、港区

二建 大田区、世田谷区

三建 中野区、新宿区、杉並区

四建 豊島区、板橋区、練馬区

南西建 日野市

北南建 三鷹市、府中市、狛江市
調布市、小金井市、武蔵野市

北北建 東村山市、清瀬市
東大和市、武蔵村山市 水中ポンプ取扱体験

排水ポンプ車概要説明

令和４年度以降の訓練について
◆排水ポンプ車を有する全10事務所で連携訓練を実施予定

〇 西多摩建設事務所を除く10建設事務所
に１台ずつ計１０台を配備

配備台数

特徴

移動式排水ポンプ車

〇 毎分５㎥の排水が可能な水中ポンプを
２台積載

〇 発動発電機を積載しており、連続で10時間
程度の運転が可能

〇 揚程10mでの排水距離は50m
〇 排水ホースは、100m分 （25m・15m・
10mそれぞれ2ｾｯﾄ）を積載



高潮特別警戒水位の設定範囲拡大 港湾局・建設局

千代田区・中央区・港区・品川区・大田区・目黒区 A.P.+3.6m

墨田区・江東区・江戸川区 A.P.+3.9m

北区・板橋区・足立区・葛飾区・

荒川区・文京区・台東区・新宿区
A.P.+4.3m

◆ 高潮特別警戒水位設定の経緯

◆ 今後の予定

• 既に水位が設定されている12区に加え、
未設定である５区についても水位を設定（右図参照）

• H27年の水防法改正に基づき、想定最大規模の高潮浸水が
想定される17区のうち、12区で高潮特別警戒水位の運用を
開始（R2年７月）

• 河川氾濫危険情報（警戒レベル４）が、高潮氾濫発生情報（当時

は高潮氾濫危険情報（警戒レベル４））より早く発令される5区は未
設定（未設定の５区：目黒区、荒川区、文京区、台東区、新宿区）

◆ 災害対策基本法の改正（R３年５月）
• 「高潮氾濫危険情報（警戒レベル４）」が

「高潮氾濫発生情報（警戒レベル５）」に変更

• 高潮特別警戒水位が未設定の区については、
警戒レベル５相当の情報が発令されない状況

◆ 高潮特別警戒水位の設定範囲拡大

• 追加５区の水位設定を、R４年度の東京都水防計画に反映

• Ｒ４年４月を目途に、追加５区の運用を開始 高潮特別警戒水位の設定範囲拡大（案）



区役所との樋門操作・情報連絡訓練の実施 下水道局

○ 区役所と連携した樋門の操作・情報連絡訓練を令和2年度より実施
○ 令和3年度は6月に実施し、樋門の操作手順の確認や情報連絡訓練を行い、

連絡体制の強化を図った

取組24

関係者への電話連絡状況 操作盤でのゲート操作状況



ダム放流情報の提供

白丸調整池ダムでは、大雨などにより水位が急激に上昇した場合、ダムのゲートから放流を行うことが
あります。その際には、必要に応じて関係機関に通知するとともに、サイレンやスピーカーによる警報や、巡
回による注意喚起を実施しています。

放流警報用のサイレンとスピーカー 警報用車両

交通局



防災施設の機能に関する情報共有及びダム放流情報の活用 水道局

〇ダムや堤防等の施設に係る機能や避難の必要性等に関する情報提供を行っている
〇関係機関にダム放流に関する情報を伝達している

・令和３年度は、計２回の余水吐放流の前にプレス発表を実施。一般の方が多摩川に近づかないよう、余水吐放流の前にプレス発表を行っ
て注意喚起をしている。さらに、SNSを活用し、より広範囲にダムの放流に関する情報を発信している。
・放流に係る各時点の最新情報をその都度ホームページに掲載し、同内容を減災協議会メンバー宛てメール送信している。

▲ 令和3年9月16日発表
余水吐放流に関するプレス文

▲ 令和3年9月16日SNS掲載
余水吐放流に関する情報発信

▲ ホームページによる周知

▲ 令和3年9月16日掲載
放流に係る各時点の最新情報



不動産事業者との不動産取引時における水害リスク情報の共有について 住宅政策本部

宅地建物取引業法（以下「宅建業法」という。）施行規則の改正により、令和2年8月から宅建業法第35条に基づく宅
地建物取引時の重要事項説明において、不動産事業者が、区市町村の提供する水害ハザードマップを用いて、不動産購
入者等に水害リスクに関する説明を行うことが義務付けられた。
都では、不動産業関連業界団体に対し、水防関連法令の改正や区市町村の水害ハザードマップ改定状況等の水害リス
クに関する情報提供を行い、団体に加盟する各社への周知を要請するなど、業界団体と連携した水害の減災に向けた取り
組みを引き続き行っていく。

水防法改正に伴い、区市町村が作成・公表する最新の水害ハザードマップ情報について、東京都から不動産関連業界団体に対し、加盟各社への周知等を要請する通知



避難計画の作成徹底等の周知及び防災教育の充実 教育庁

○避難確保計画作成の徹底等の周知
要配慮者利用施設に位置付けられた都立学校に対して、避難確保の計画の作成及び区市町村への提

出並びに避難訓練の実施について適切に対応するよう周知した。
○防災教育の充実

学校安全教室指導者講習を通して、災害安全を含む安全教育を推進する教員の資質・能力を育成する
とともに、受講した教員が所属校において校内講習を実施することで、都内公立学校における防災教育の
充実を図った。

○都立学校への周知文書 ○学校安全教室指導者講習 開催通知



円滑かつ迅速な避難のための取組 福祉保健局

■情報伝達、避難計画等に関する事項
○平成３１年４月に福祉保健局所管の避難確保計画作成対象施設へ避難確保計画策定義務等

について通知
○指導検査等の際に、避難確保計画作成対象施設においては計画の有無を確認するとともに、

未作成の場合は義務化について説明

計画の項目 チェック項目

施設の所在する地域における、浸水するおそれのある河川の情報、土砂災害に関する情報や避難情報を収集・伝達する体制が定めら
れているか

避難準備・高齢者等避難開始の発令の段階で要配慮者の避難誘導を行う体制となっているか

避難準備・高齢者等避難開始等の発令がない場合でも避難の判断ができるよう、複数の判断材料が設定されているか

避難先は避難の実効性が確保された場所に設定されているか

避難誘導がリスク情報を踏まえた実現可能なルート上に設定されているか

必要に応じ、地域の協力が得られる体制が準備されているか

洪水予報、土砂災害に関する情報等や避難情報を入手するための設備が記載されているか

夜間に避難を行うことが想定される場合、そのために必要な設備が記載されているか

屋内安全確保を行う場合に備え、施設内での滞在に必要な物資が確保されているか

適切な時期に必要な教育・訓練の実施が設定されているか

自衛水防組織が設置されている場合、その業務内容が規定され、計画に記載されているか

（ア）防災体制、情報の収集・伝達

（イ）避難誘導

（ウ）施設整備

（エ）教育・訓練

（オ）自衛水防組織（設置した場合のみ）

（水防法施行規則16条一）洪水時の防災体制に関する事項、（土砂災害防止法施行規則5条の2一）土砂災害が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項

（水防法施行規則16条二）洪水時の避難の誘導に関する事項、（土砂災害防止法施行規則5条の2二）土砂災害が発生するおそれがある場合における避難の誘導に関する事項

（水防法施行規則16条三）洪水時の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、（土砂災害防止法施行規則5条の2三）土砂災害が発生するおそれがある場合における避難の確保
を図るための施設の整備に関する事項

（水防法施行規則16条四）洪水時を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項、（土砂災害防止法施行規則5条の2四）土砂災害が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及
び訓練の実施に関する事項

（水防法施行規則16条五）自衛水防組織の業務に関する事項

【避難確保計画に定めるべき事項】 【対象施設への通知内容】



私立学校への情報提供等 生活文化局

○ 都内の私立学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専
修学校、各種学校、幼保連携型認定こども園）への情報提供等を通じ、各学校
の取組を支援

【防災態勢】

梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について（通知）
※学校における避難確保計画作成の徹底及び避難の実効性確保について周知

【防災教育】

令和３年度版防災教育教材「防災ノート～災害と安全～」等の送付

※小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の該当学年児童・生徒に配布

【その他】

令和３年台風第９、１０号、第１４号、第１６号に関連する諸通知 等

情報提供事例


